
昭 島 市 告 示 第 42 号

建 設 工 事 等 競 争 入 札 参 加 者 の 資 格 に 明 す る 公 示 (組 合 )

地方 自治法施 行 令 (昭 和 22年 政令 第 16号 )第 167条 の 5第 1項 及 び第 167条 の 11第 2

項 の規 定 |こ 基 づ き、昭 島雨 が発注 す る建 設 工 事 等 の請 負 契 約 (工 事 の請 負 契 約 、設 計 、測

量 及 び逃 質調 査 の委 託 契 約 並 び に総 トン数 20ト ン以 上の船 舶 (以 下 「船 舶」 と tヽ う。)の 製

造及 び 修繕 の請 負契 約 をい う。ノの一般 競 争 入 札 及 び 指 名競 争入 本L(以 下 「競 争 入札 」 とい

う。)|こ 参加 す る 中小企 業 等 協同組 合法 (昭 和 24年 法 律 第 181号 )|こ 基 づ く事 業 協 同組 合

(以 下 「組 合 」 とい う。)に 必 要 な 資格 並 び に資格 審 査 のイ ンター ネ ッ トを利 用 した 中請方

法 につ いて次 の よ うに定 めた。

令 和  6年  2月 15日

昭 島 市 長  自  井  伸

第 1 用 語 の 定 義

令和 6年 昭 島 市 告 示 第 41号 (以 下 「第 41号 告 示 」 と い う。)第 1こ 同 一 とす る 。

第 2 競 争 入 札 参 加 資 格 の 申請

登 録 申請 を しよ う とす る組 合 は 、 次 に よ り 申請 を行 わ な け れ ば な らな t・ .

1 申請

組 合 の 登 録 甲 請 の 条 件 は 、第 41号 告 示 第 2の 2と 同 一 とす る 。た だ し、競 争 入 札 に参

加 しよ うとす る 業 種 lこ つ い て 、 定 款 :こ 共 同 受 注 |こ つ ttて の 定
"が

な い 組 合 は 、 中 請 を行

う こ とが で き な い 。

中 請 は 、 下 記 の 経 審 方 式 又 は 審 査 対 象 事 業 者 方 式 の しヽ ず れ か J〕 審 査 方 式 を選 択 して 行

(ユ |1 経 審 方 式

組 合が 有 す る経 審 の 総 合 評 定 値 P点 か ら客 観 点 数 を算 定 し、 組 合 が 有 す る最 高 完 成

工 事 経 歴 か ら主 観 点 数 を算 定 丁 る方 式 。

(21 審 査 対 象 事 業 者 方 式

所 属 す る組 合 員 か ら 中 請 業 種 ご と ,こ 審 査 対 象 事 業 者 (下 記 の 条 件 に 該 当 す る 者 )を

複 数 (2の 表 |こ 定 め る数 )選 任 し、 客 観 点 数 及 び 主 観 点 数 }こ つ い て 、 下 記 の 第 5に 定

め る算 定 方 法 に よ り審 査 対 象 事 業 者 の 合 算 値 又 )ま 平 均 値 等 を用 い て 客 観 点 数 及 び 主 観

点 数 を算 定 す る方 式 。

な お 、 この 方 式 に よ り登 録 中 請 を行 う組 合 は 、 経 済 産 業 局 長 が 行 う官 公 需 の 受 注 に

係 る適 格 組 合 証 明 又 は 継 続 官 公 需 適 格 組 合 証 明 を受 け て いな け れ ば な らな い。

ア  申 請 す る業 種 に つ い て 共 同運 営 電 子 調 達 サ ー ビ ス に 登 録 申請 を行 い承 認 さ れ た

者 で あ る こ とじ

イ  申請 す る組 合 に 理 事 と して 所 属 して い る こ と 。
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ウ  中小企業基本法 (昭和 38 年法律第 154 号 )で定める中小企業であること。（経審

を必要とする業種、「船舶」及び「ろ過層処理」については同法第２条第１項第１号、

「設計」、「測量」及び「地質調査」については同法第２条第１項第３号の規定によ

る。）  

エ  本店が東京都内に存在すること。  

これらの審査方式については、業種により別とすることはできないので、組合として

ひとつの審査方式を選択して申請を行うこと。  

 

※経審必要業種に申請する場合、雇用保険法（昭和 49年法律第 116号）に規定する適

用事業、健康保険法（大正 11法律第 70号）及び厚生年金保険法（昭和 29法律第 115号）

に規定する適用事業所は、社会保険等（健康保険、厚生年金保険及び雇用保険）に加

入していることが前提となる。  

２  審査方式と業種、審査対象事業者の一覧  

審査方式の区分  業種番号と業種  
審査対象事業者方式により申請す

る場合に必要な審査対象事業者数  

審査対象事業者方式の

みとする業種  

11 建築設計  14 測量  

12 土木設計  15 地質調査  

13 設備設計  17 船舶  

99(15)ろ過層処理  

２者から５者まで  

審査対象事業者方式又

は経審方式のいずれか

を選択できる業種  

上記以外の業種  ３者から５者まで  

第３  申請方法  

第 41 号告示第３と同一とする。ただし、審査対象事業者方式により申請する組合につ

いては、審査対象事業者全てが共同運営電子調達サービスに登録申請を行い承認された

後でなければ、申請を行うことができない。  

第４  競争入札の参加者の資格  

第 41 号告示第４と同一とする（審査対象事業者が該当することとなった場合を含む。）。 

第５  競争入札参加資格の審査基準  

１  競争入札参加資格の等級格付、順位等の決定  

第 41 号告示第５の１と同一とする。  

２  等級区分と審査方法  

第 41 号告示第５の２と同一とする。なお、登録申請を行い承認された業種に必要とす

る建設業許可について組合として特定建設業の許可を有しておらず、一般建設業の許可

により申請をした場合は、当該業種の等級は最下位の等級とする。  

３  客観的審査事項及び主観的審査事項  

(１ ) 客観的審査事項  

下記により業種別に算出した客観点数を第 41 号告示別表１にあてはめ、客観等級を

決定する。  



ア  経審方式の場合  

第 41 号告示第５の３ (１ )アと同一とする。  

イ  審査対象事業者方式の場合  

下記の（ア）から（オ）により算出した点数を次の式にあてはめて得た点数と

する。  

客観点数＝ 0.25×Ｘ１＋ 0.15×Ｘ２＋ 0.2×Ｙ＋ 0.25×Ｚ＋ 0.15×Ｗ  

（ア）  完成工事（完成）高による点数（Ｘ１）  

ａ  経審を必要とする業種  

第 41 号告示別表５の業種グループ表において当該業種が含まれる業種グ

ループにある全業種の審査対象事業年度を含む２年又は３年の年間平均完成

工事高について、各審査対象事業者ごとに集計した金額を全審査対象事業者

分合計し、その金額を第 41 号告示別表第５にあてはめて得た評点をＸ１とす

る。  

ｂ  経審を不要とする業種  

全審査対象事業者の審査対象事業年度の当該業種の２年又は３年の年間平

均完成工事（完成）高の合計額を第 41 号告示別表５にあてはめて得た評点を

Ｘ１とする。  

（イ）  自己資本額及び平均利益額による点数（Ｘ２）  

下記のＸ 21 とＸ 22 の点数を加算した点数を第 41 号告示別表８にあてはめて

得た評点をＸ２とする。  

ａ  自己資本額点数（Ｘ 21）  

全審査対象事業者の審査対象事業年度の自己資本の額（純資産合計の額）

又は全審査対象事業者の審査対象事業年度と前審査対象事業年度の平均自己

資本額（２年平均）の合計額を、第 41 号告示別表６にあてはめて得た評点を

Ｘ 21 とする。  

ｂ  平均利益額（Ｘ 22）  

下記の算式により計算した審査対象事業者の合計額を、第 41 号告示別表７

にあてはめて得た評点をＸ 22 とする。  

利払前税引前償却前利益＝（営業利益＋減価償却実施額）の２年平均の額

の合計額  

（ウ）  納税額による点数（Ｙ）  

ａ  経審を必要とする業種  

審査対象事業者の経審のＹ点の平均値とする。  

ｂ  経審を不要とする業種  

審査対象事業者の審査対象事業年度における法人税又は所得税の納税済額

の平均額を、第 41 号告示別表９にあてはめて得た評点をＹとする。  

（エ）  技術職員数及び元請完成工事（完成）高による点数（Ｚ）  

下記のＺ１の点数に５分の４を乗じたものとＺ２の点数に５分の１を乗じた

ものの合計した数値（小数点以下切捨て）をＺとする。  



①  技術職員数点数（Ｚ１）  

a 経審を必要とする業種  

審査対象事業者の技術職員（申請業種に必要とされる建設業許可の人数。）の

合計人数を入れて計算した技術職員数値を、第 41 号告示別表 10（１）にあて

はめて得た評点をＺ１とする。  

b 経審を必要としない業種  

審査対象事業者が申請した当該業種に従事する技術職員（直接的かつ恒常的

に雇用している者）の人数の合計を技術職員数値とし、第 41 号告示別表 10（１）

にあてはめて得た評点をＺ１とする。ただし、申請業種「船舶」及び「ろ過層

処理」については、当該業種に従事する技術職員（直接的かつ恒常的に雇用し

ている者）の人数に５を乗じた数値を技術職員数値とみなす。  

②  平均元請完成工事（完成）高点数（Ｚ２）  

a 経審を必要とする業種  

第 41 号告示別表 10(２ )の業種グループ表において、当該業種が含まれる業

種グループにある全業種の直前２年又は３年の年間平均元請完成工事高につい

て、各審査対象事業者ごとに集計した金額を全対象事業者分合計し、その金額

を第 41 号告示別表 10(２ )にあてはめて得た評点をＺ２とする。ただし、直前

２年平均又は３年平均の選択については、Ｘ１（完成工事高）の方法と同一で

なければならない。  

b 経審を必要としない業種  

全審査対象事業者の当該業種の審査対象事業年度を含む２年又は３年の年間

平均元請完成工事（完成）高の合計額を第 41 号告示別表 10(２ )にあてはめて

得た評点をＺ２とする。ただし、直前２年平均又は３年平均の選択については、

Ｘ１（完成工事高）の方法と同一でなければならない。  

（オ）  その他社会性等による点数（Ｗ）  

a 経審を必要とする業種  

審査対象事業者が有する経審のＷ点の平均値とする。  

b 経審を必要としない業種  

個々の審査対象事業者について第 41 号告示第５の４ (５ )により算出した

評点Ｗの平均値とする。  

(２ ) 主観的審査事項  

組合又は審査対象事業者が有する最高完成工事（業務）経歴（第 41 号告示第５の３

(２ )アによるもの）について、下記に記載した方法により算出した主観点数を第 41 号

告示別表１にあてはめ、主観等級を決定する。  

ア  経審方式の場合  

組合が発注者別（発注者区分については第 41 号告示別表３のとおり。）に申請し

た最高完成工事経歴のうち、最も高額な請負金額（ただし、発注者区分が民間であ

るものについては請負金額に２分の１を乗じた金額とする。）に、第 41 号告示第５



の３（２）ウの主観点数加算率による加算を行った点数を各業種ごとの主観点数と

する。  

イ  審査対象事業者方式の場合  

審査対象事業者の当該業種の最高完成工事（業務）経歴のうち、最も高い金額（た

だし、発注者区分が民間であるものについては２分の１を乗じた金額とする。）に、

残る審査対象事業者各々の当該業種の最高完成工事（業務）経歴のうち最も高い金

額（発注者区分が民間であるものについては上記と同じ。）に２分の１を乗じた金額

を加算した金額又は当該組合の当該業種の最高完成工事（業務）経歴の金額のうち

最も高い金額のもののいずれか高い方に、第 41 号告示第５の３ (２ )ウの主観点数加

算率による加算を行った点数を主観点数とする。  

４  変更申請に伴う主観点数の再審査  

組合の ISO9000 シリーズの 9001、 ISO14000 シリーズの 14001、エコアクション 21 及

びエコステージ又は KES・環境マネジメントシステム・スタンダードに関する変更申請

があった場合は、第 41 号告示第５の３ (２ )ウ主観点数加算率による主観点数の再審査を

行う。ただし、業種番号 01 道路舗装工事から業種番号 10 空調工事までの業種について

は、組合の資本金又は本店所在地に関する変更申請があった場合も、主観点数の再審査

を行う。  

第６  申請内容を証明する書類  

登録申請を行った組合は、申請後に昭島市から申請内容が事実であることを証明する

書面の提示を求められたときは、これを提示又は提出しなければならない。申請内容を

証明する書類とは、官公需適格組合証明書、官公需共同受注規約、組合員名簿、役員名

簿のほか、必要に応じ、これ以外の書類の提示又は提出を求めることがある。  

第７  競争入札参加資格の審査結果の確認、変更等  

１  審査結果の確認  

第 41 号告示第７の１と同一とする。  

２  資格の取消し  

第 41 号告示第７の２と同一とする。  

なお、審査対象事業者方式により申請を行った組合が、資格有効期限内に官公需適格

組合の証明を失ったときは、競争入札参加資格を取消申請すること。  

３  変更申請  

第 41 号告示第７の３と同一とする。  

なお、変更を申請しなければならない内容に組合員（審査対象事業者を除く）の変更

を含める。  

４  登録業種の追加及び審査対象事業者の変更  

次期の登録申請を行うまでの期間中に登録業種の追加及び審査対象事業者の変更を行

うことはできない。  

５  虚偽申請をした者の取扱い  

第 41 号告示第７の５と同一とする。  

第８  代理申請  



第 41 号告示第８と同一とする。  

第９  その他  

第 41 号告示第９と同一とする。  


